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模倣被害調査の概要 

 

（１）調査対象 

   過去5年間（2007年度～2011年度）において日本で特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登
録出願を行った国内の企業・団体のうち、合計出願件数の多い企業・団体上位8,081社 。 

 

（２）調査内容・調査方法 

   調査は、2012年度（2012年4月1日～2013年3月31日）の企業における国内外での模倣被害や被害対策の
状況等について「模倣被害に関するアンケート調査票」を送付、回収することで実施した。アンケートは、
Webアンケート入力フォームからの回答及び郵送での回答により、調査票を回収 。 

 

（３）調査実施期間 

   ２０１３年９月２日 ～ ２０１３年１１月１４日 

 

（４）アンケート調査の回収状況 

   調査票の回収数は４，３８１社、そのうち有効回答は４，３２３社。 

        有効回答率は５３．５％（４，３２３社/８，０８１社）。 

 「模倣被害調査報告書」は、我が国企業を対象としたアンケート調査に基づき、企業の
国内外での模倣被害や対策状況についての情報を収集・分析し、その実態および問題
点を把握するため、１９９６年度以来、毎年度作成。 

 調査結果は模倣品・海賊版対策の政策立案に活用するとともに、ホームページ等に掲
載し広く情報提供することにより、各企業・団体等の模倣品・海賊版対策等に資すること
を目的としている。 
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１．模倣被害の現状と傾向 
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模倣被害総額（逸失利益総額）の推移 

模倣被害総額及び１社当たり平均被害額推移 模倣被害総額の規模別被害社構成比の推移 

（注1） 模倣被害総額は被害額規模別の回答結果のデータを用い、各規模の回答社数に被害額の中央値を代表値として乗じて、
それらを合計し算出した 

（注2） 被害額100億円以上の規模の被害については下限値の100億円を代表値とした 

（注3） 無回答及び推定不能と回答したものについては計算から除外した 

（注4） 100億円未満平均被害額は100億円以上の被害額の回答を外れ値として､平均額の算出対象から除外して推計を行った 
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 2012年度模倣被害総額（逸失利益総額）の 有効回答社合計は1,001億円で、前年
度（1,255億円）比で減少した。１社あたりの平均被害額では、調査年度毎の振れ幅
の大きい模倣被害額100億円以上の被害を外れ値として除くと2012年度は1.9億円と
なり、前年度比減少となった。 
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2012年度の模倣被害の傾向 

・模倣被害総額は2012年度で1,001億円となり、前年度（1,255億円）比で減少。１社あたりの平均被害額では、
（100億円以上を除く）と1.9億円となり、前年度比で減少 

 
・大企業、中小企業ともに模倣被害率が前年度比で減少 

 

・模倣被害率上位4商品分野（一般機械・産業機械、電子・電気機器、雑貨、食品）では、雑貨、食品において前年
度比で被害率が増加 

 

・知的財産権の権利別では、商標が前年度比で1.6％増加、著作物も1.0％の増加となり、意匠、特許・実用新案、
営業秘密・ノウハウは前年度比で減少 

 

・模倣被害社全体の62.3％がインターネット上の模倣被害を受けており、2007年度以降、被害は増加の一途を
辿っている 

  

・模倣被害（製造）は、中国の被害率が高水準で推移しているが、2008年度比で見ると、中国、台湾、韓国において
は、 おおむね減少傾向 

 

・模倣被害（販売提供）は、中国の被害率が高水準で推移しており、その他の地域においては、 2008年度比でおお
むね減少傾向 
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商品分野別の模倣被害の傾向 

 被害社全体の47.2％を占める上位4分野での被害率は、雑貨、食品において増加、一
般機械・産業機械、電子・電気機器は減少。2008年度から2012年度の増減では、一般
機械・産業機械、電子・電気機器は減少しているが、雑貨、においては被害率が増加 。 

（注1）商品分野別の模倣被害率＝商品分野別の模倣被害社数／商品分野別の総回答社数 

（注2）2007年度のみ商品分野別回答は複数回答としている 

模倣被害率上位4商品分野の模倣被害率の推移 
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権利別の模倣被害の傾向 

 商標は前年度比で1.6％増加、著作物も1.0％の増加となり、意匠、特許・実用新案、営
業秘密・ノウハウは前年度比で減少 

「商標」：商標権、その他権利化されていない標章 

「意匠」：意匠権、その他権利化されていない商品のデザイン 

｢特許・実用新案」： 特許権、実用新案、その他権利化されていない技術的創作 

「著作物」：著作権、コンピュータソフトウェア、音楽用ＣＤ、ホームページデザインの盗用等 

「営業秘密・ノウハウ」：不正競争防止法によって保護される製品の製造等に係る営業秘密やノウハウ 

「その他」：育成者権、回路配置利用権等、ドメイン名等、その他産業財産権の侵害とは断定できないが、貴社商品・サービスが模倣された
と思われる事例 

知的財産権権利別の模倣被害社の割合の推移 
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模倣手口の巧妙化 

 いずれの模倣手口においても中国での巧妙化が進んでいる。  

主要国別の模倣手口の巧妙化 
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２．インターネットによる模倣被害状況 
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インターネット上の模倣被害率 

 模倣被害社全体の6割強がインターネット上の模倣被害を受けており、2008年度から
2012年度までの推移を見ると、増加の一途を辿っている。権利別の被害率では、商標に
関する被害が2012年度は減少となったが、他の権利よりも高く、「商標等の無断使用・類
似商標の使用」や「海外インターネット通販サイトによる模倣品の販売取引」による被害
の割合が高い。  

インターネット上の権利別模倣被害率の推移 インターネット上の模倣被害状況（単数回答） 
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かについて、インターネット上で模倣被害を受けた企業の割合を表す 
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インターネットによる模倣被害の状況　推移
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インターネット上の模倣被害の内容 

 インターネット上の模倣被害内容は、「商標等の無断使用・類似商標の使用」と「海
外インターネット通販サイトによる模倣品の販売取引」が最も多い。 

インターネット上での模倣被害の内容 

15 (注) 母数Nは、インターネット上でいずれかの権利で被害があったと回答した社数  
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営業秘密・ノウハウ等の流出
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インターネット上の模倣被害対策 

 インターネット上の模倣被害に対して講じた対策は、販売・出店業者への通報・警告
が多く、特に効果がある対策としても、販売・出店業者への通報・警告が多い。 

インターネット上の模倣被害に対して講じた対策 
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（注）特に効果のあった対策は、講じた対策ごとに回答のあった企業数を100%としている。 
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３．模倣被害の発生地域・流通構造 
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製造国・地域別の被害動向 

 模倣品・サービス製造国としては、中国が高水準で推移し被害社全体の6割を超える。
2008年度から2012年度までの被害率の増減をみると、アジア地域において減少傾向 。 

模倣品の製造国・地域の被害社率 

※被害率 ＝ 当該国・地域の被害社数 ／ 総回答社数 
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製造国・地域の被害率の推移 
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0.4%

3.4%

0.7%

1.2%

0.1%

0.3%

0.6%

11.9%

7.0%

24.0%

5.6%

5.7%

1.7%

2.1%

1.8%

2.8%

1.6%

1.0%

0.8%

0.1%

0.7%

2.5%

1.1%

1.0%

1.2%

2.8%

1.0%

0.3%

0.6%

0.5%

0.3%

0.3%

0.8%

3.8%

0.3%

1.0%

1.4%

0.4%

0.3%

0.5%

0.7%

13.6%

4.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

日本

中国

台湾

韓国

インドネシア

タイ

マレーシア

シンガポール

ベトナム

フィリピン

インド

モンゴル

その他アジア

西欧

東欧

ロシア

トルコ

アメリカ

カナダ

メキシコ

ブラジル

チリ

ペルー

コロンビア

その他中南米

UAE

イラク

サウジアラビア

その他中東

エジプト

南アフリカ

その他アフリカ

大洋州

不明

2011年度【N=1011】
2012年度【N=944】

※中国は香港を含む

経由国・地域別の被害動向 

 模倣品・サービスの経由地域は中国を筆頭に東アジアが中心 。2008年度から2012年度
までの被害率の増減では、日本、韓国、中東、台湾、マレーシア、欧州などは減少傾向。 

経由国・地域別の被害社率 

  

経由国・地域の被害率の推移 

※ 被害率 ＝ 当該国・地域の被害社数 ／ 総回答社数 
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韓国中東 日本

台湾

マレー シア

欧州

N=3721(2008年度)

N=4323(2012年度)

2008年度→2012年度被害率の増減

1%以上増加

0.5%以上1%未満増加

0.2%以上0.5%未満増加

0.2%以上0.5%未満減少

0.5%以上1%未満減少

1%以上減少



 

49.7%

51.0%

19.0%

19.3%

8.0%

7.8%

6.2%

5.4%

6.3%

5.1%

5.9%

1.0%

4.0%

12.0%

4.3%

5.4%

3.3%

12.2%

4.2%

3.1%

4.5%

1.9%

2.1%

2.0%

2.5%

4.2%

3.0%

3.7%

1.6%

2.0%

2.9%

5.8%

43.9%

8.3%

8.9%

7.6%

5.8%

5.7%

4.8%

5.9%

3.1%

10.9%

3.6%

3.2%

1.9%

3.2%

2.2%

2.0%

2.9%

4.8%

1.2%

3.4%

1.6%

2.0%

3.2%

5.7%

17.4%

3.0%

2.3%

11.4%

4.1%

2.0%

3.6%

0.8%

53.8%

17.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

日本

中国

台湾

韓国

インドネシア

タイ

マレーシア

シンガポール

ベトナム

フィリピン

インド

モンゴル

その他アジア

西欧

東欧

ロシア

トルコ

アメリカ

カナダ

メキシコ

ブラジル

チリ

ペルー

コロンビア

その他中南米

UAE

イラク

サウジアラビア

その他中東

エジプト

南アフリカ

その他アフリカ

大洋州

不明

2011年度【N=1011】

2012年度【N=944】

※中国は香港を含む

販売提供国・地域別の被害動向 

 模倣品・サービスの販売提供地域については、中国及び日本が上位。2008年度から
2012年度までの被害率の増減では、中国での販売提供は微増傾向にある一方で、ほと
んどの国・地域において、減少傾向が見られる。  

販売提供国・地域別の被害社率 販売提供国・地域の被害率の推移 
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※ 「模倣品・サービスの販売提供国・地域」の回答には、インターネット上で模倣品・サービスが、その国・地域で「販売」又は「提供」されている 

  （どちらかのみの）場合を含む。 

※  被害率 ＝ 当該国・地域の被害社数 ／ 総回答社数 

 

日本

欧州

中国

台湾

タイ

北米

韓国

アフリカ

中東

ベ トナ ム

1%以上増加

0.5%以上1%未満増加

0.2%以上0.5%未満増加

0.2%以上0.5%未満減少

0.5%以上1%未満減少

1%以上減少

2008年度→2012年度被害率の増減

N=3721(2008年度)

N=4323(2012年度)



模倣品・サービスの流通構造 
 （中国で製造された模倣品・サービスの販売提供国・地域） 

 中国製模倣品・サービスの被害社の28.8%は中国で販売提供されたと回答。次いで、
日本、台湾、欧州、北米、韓国が続く。 

中国で製造された模倣品・サービスの販売提供国・地域（流出先） 

（注）構成比は、中国製模倣品・サービスの販売提供国・地域の回答件数（複数回答）の合計を母数Ｎとして算出し 

  たものであることに留意。例えば、１社が中国製模倣品・サービスを日本、中国、台湾の3ヶ国で販売提供され 

  ていると回答した場合、回答数は3でカウントされる。同様の回答が100社であったと仮定した場合、3（ヶ国／ 

  社）×100社＝300（母数）。この場合、日本の模倣品・サービス販売提供率は100（1（ヶ国／社）×100社） 

  ÷300（母数）＝33.3％となる。  

2012年度の回答比率の構成比 
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台湾 6 .4%

フィリピン  2 .6%

ベ トナム

2 .9%

大洋州

1 .6%

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

3 .9%

タイ

3 .9%

シンガポ ール

3 .3%

中東

3 .7%

アフリカ

2 .0%

北米

5 .6%

中南米

2 .6%

韓国 4 .8%

欧州

6 .3%

日本 14 .8%

マレーシア 3 .5%

その他アジア

3 .0%

中国 28 .8%

 　20%以上

10%以上20%未満

　6%以上10%未満

4%以上6%未満

3%以上4%未満

　1%以上



４．模倣被害の発生要因と内容・品質・価格 
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国内外での模倣被害の発生要因 

 模倣被害の発生要因は、国内は市場の拡大あるいは知名度の向上、国外は、自社の
対策不十分が上位。 

国内外の模倣被害発生要因 

30 

(注)  グラフ中の（ %）は前年度比%（2011年度 【N=1011】）を表す 

【N=944】

3.4%(▲4.3%)

15.9%

2.5%(+0.1%)

1.0%(+0.2%)

19.8%(▲2.1%)

7.1%(+0.2%)

14.6%(▲4.9%)

6.0%(▲2.0%)

3.9%(▲1.2%)

3.2%(▲1.5%)

34.6%

7.5%(+2.6%)

7.5%(+0.0%)

26.9%(▲4.4%)

29.0%(+1.5%)

37.3%(▲0.6%)

36.1%(+2.3%)

32.1%(+0.9%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

法制度の未整備

取締機関の対策努力が不十分

自社の対策が不十分

現地企業の技術レベルの向上

市場が拡大あるいは知名度が向上

正規商品が流通していないため

ノウハウを持つ技術者・従業員の流出

模倣品の違法性に対する消費者の意識の欠如

その他
国内

国外

 



模倣品・サービスの品質 模倣品・サービスの品質が劣る内容 （単数回答）  

模倣品の品質 

 品質面では、59.0％が真正品・サービスより劣ると回答。また、模倣品・サービスは真
正品・サービスに比べ、「機能性」や「耐久性」といった面で劣るとする回答が多い。 

33 

(注) 母数Nは模倣品・サービスの品質において「真正品・サー  

   ビスよりやや劣る」、「真正品・サービスよりかなり劣る」と   

   回答した社数を表す。 

0.5%

16.9%

32.3%

25.2%

0.4%

16.2%

27.5%

31.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

真正品・サービスより品質が高い

真正品・サービスと遜色がない

真正品・サービスよりやや劣る

真正品・サービスよりかなり劣る

2011年度【N=1011】

2012年度【N=944】

 

【N=557】

34.3%

45.4%

33.0%

26.9%

55.3%

10.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

安全性

耐久性

精密性

デザイン性

機能性

その他

 



模倣品の価格水準 

模倣品・サービスの価格水準 

 模倣品・サービスの価格は一般的に真正品・サービスより低価格で、真正価格の
50%～75%未満が多く、模倣品・サービスの22.8%は真正価格の50%未満。 

（単数回答）  

34 
 (注)「不明」及び「無回答」は非表示のため、合計は100%とならない 

1.1%

8.8%

19.2%

4.7%

2.0%

1.9%

6.7%

10.6%

24.5%

14.0%

3.2%

1.7%

16.1%

12.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

真正価格より高い

真正価格とほぼ同じ

真正価格の75％～100％未満

真正価格の50％～75％未満

真正価格の25％～50％未満

真正価格の10％～25％未満

真正価格の10％未満

2011年度【N=1011】

2012年度【N=944】

 



５．模倣被害対策の実施状況 
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【N=1870】

46.1%

24.4%

25.8%

18.8%

10.6%

12.6%

10.1%

11.1%

8.7%

6.8%

10.5%

1.7%

3.5%

21.3%

6.3%

7.8%

4.4%

25.0%

10.5%

7.0%

2.9%

2.3%

2.3%

2.8%

1.6%

3.3%

2.7%

2.6%

3.2%

2.4%

7.7%

22.9%

3.8%

0.5%

0.5%

1.1%

0.3%

0.5%

0.3%

0.7%

0.2%

0.3%

1.8%

0.2%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.3%

10.6%

22.0%

7.5%

7.6%

9.9%

4.9%

3.1%

4.4%

1.8%

4.3%

1.1%

1.0%

4.4%

1.3%

2.0%

0.4%

1.0%

0.1%

0.4%

0.2%

0.6%

0.4%

0.7%

62.9%

5.3%

3.9%

0.1%

0.2%

2.4%

0.1%

0.2%

0.4%

5.5%

2.5%

0.3%

3.3%

1.8%

0.4%

1.1%

0.5%

0.6%

0.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

日本

中国

台湾

韓国

アセアン６カ国

インドネシア

タイ

マレーシア

シンガポール

ベトナム

フィリピン

インド

モンゴル

その他アジア

西欧

東欧

ロシア

トルコ

アメリカ

カナダ

メキシコ

ブラジル

チリ

ペルー

コロンビア

その他中南米

UAE

イラク

サウジアラビア

その他中東

エジプト

南アフリカ

その他アフリカ

大洋州

現在対策している

担当者を常駐させている

今後対策強化予定

国・地域別の模倣被害対策の状況 

 現在の模倣被害対策は、アジア地域での実施が中心。 

現在の国・地域別の模倣被害対策の実施状況 

38 ※中国は香港を含む 



21.6%

7.0%

8.4%

13.3%

73.5%

4.4%

24.7%

8.1%

5.8%

3.0%

7.0%

4.0%

3.1%

5.2%

2.9%

48.6%

42.0%

48.7%

45.6%

64.6%

74.0%

62.5%

67.4%

69.4%

57.1%

63.8%

51.4%

62.1%

53.2%

43.9%

51.0%

50.0%

4.1%

4.9%

4.4%

53.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

製造業者の調査

輸入業者の調査

卸売業者の調査

小売業者の調査

国内外での知的財産権の取得

知的財産に関する担当者の現地派遣・常駐化

模倣品の製造業者・販売業者への警告

税関への取締申請

警察への取締申請

その他行政機関への取締申請

裁判所への仮処分申請・証拠保全

民事訴訟（損害賠償請求等）

偽造防止技術の利用（偽造防止ラベルの活用等）

マスメディア等を活用した消費者への啓発活動

代理店等取引業者と模倣品を扱わない旨の契約を結ぶ

自社HP等で模倣品流通の事実を公開、注意を喚起

公的機関等の支援施策の活用

その他

実施している対策
【N=1870】
（複数回答）
効果のある対策
(複数回答）

 

模倣被害対策の内容と効果 

 実施している対策内容は、国内外での知的財産権の取得が圧倒的に多い。 

現在実施している模倣被害対策の内容と効果 

(注) 効果のある対策は、実施している対策ごとに回答のあった企業数を100%としている。 
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